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令和８年第１回香芝市教育委員会会議（１月定例会）会議録 

 

日時   令和８年１月２６日(月)  

午前１０時００分から  

場所   香芝市役所５階委員会室  

〔出席者〕 

教育長 小西 友𠮷 

委 員 （教育長職務代理者）關野 英明 

委 員 中尾 茜 

委 員 青木 恒夫 

委 員 田中 圭子 

 

〔事務局〕 

教育部長 井原 佳昭 

教育部次長（学校教育課長事務取扱） 陀安 龍也 

教育部次長（子ども家庭部次長兼務） 大西 雄介  

教育総務課長 木原 健次 

学校支援室長 松林 和美 

保健給食課長 青木 雄樹 

文化財課長 下大迫 幹洋 

市民図書館長 大橋 典子 

 

〔欠席者〕 

生涯学習課長 松田 陽介 

 

〔書記〕 

教育総務課主幹 三富 健幸 

 

日程１ 定足数の確認 

   日程２ 開会の宣言 

 

教育長      令和８年第１回香芝市教育委員会会議（１月定例会）を招集したところ、

委員各位には公私何かと御多用の中、御出席いただき誠にありがとうござい

ます。本会議が円滑に運営できますよう御協力のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

教育長      本日、出席者が定足数に達しておりますので、これより令和８年第１回香

芝市教育委員会会議（１月定例会）を開会いたします。なお、生涯学習課長

は欠席しております。 

委員並びに事務局、傍聴にお越しの皆様方に申し上げます。携帯電話の電

源はお切りになるか、又はマナーモードにしてください。また、香芝市教育

委員会傍聴規則第６条により、写真・録音等が禁止されていますのでよろし

くお願いいたします。 

 

日程３ 署名委員の指名について 

 

教育長      本日の署名委員は、關野委員、中尾委員にお願いしたいと思います。 
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日程４ 諸報告について 

 

教育長      それでは、日程に基づきまして、日程４の諸報告として私から報告いたし

ます。 

令和７年１２月２４日（水）、表敬訪問として、日本ボーイスカウト奈良

県連盟葛城地区香芝連合育成会の表敬訪問を受けております。 

１２月２５日（木）、香芝市授業活性化部会第１６回研究集会が真美ヶ丘

東小学校で行われました。今年度も多くの先生方が参加され、２名の先生が

しっかりとした報告を発表されました。そして、多数の意見交流ができまし

た。 

１２月２６日（金）、仕事納め式がございました。 

令和８年１月５日（月）、辞令交付式、仕事始め式、部長会が行われまし

た。 

１月６日（火）、教育部の部課長会を行っております。 

１月７日（水）、部長、次長２人と共に奈良県教育委員会、奈良県立教育

研究所、そして、広陵町教育委員会を訪問させていただきました。 

１月１０日（土）、午前中に令和８年香芝市消防出初式、午後からは第２

２回香芝市民間幼保連盟の総会に参加しております。 

１月１２日（月）、委員の皆さんにも出席いただきましたけれども、令和

８年香芝市二十歳を祝う会に出席しております。午前の部は香芝・香芝東中

学校区で３８３名。午後の部は香芝西・香芝北中学校区で３５９名の参加者

が来られました。大変良い式になりました。 

１月１４日（水）、香芝市定例校長会。青木委員に参加していただいてお

ります。 

１月１６日（金）、令和７年度第５回市町村教育委員会研究協議会をオン

ラインでさせていただきました。委員と共に私も参加しております。 

１月１８日（日）、第３３回香芝市マラソン大会。９８２名の申込みがご

ざいました。内８９３名が参加し、例年のコースを、一生懸命に走っている

姿を見て感激しました。 

１月１９日（月）、香芝市定例教頭会。そして、午後から表敬訪問として

香芝西中学校のゴルフ部の２年生の高垣さんがアジア大会に参加するという

ことで表敬訪問を受けております。また夕方からは、香芝市商工会新年賀詞

交歓会にも参加しております。 

１月２０日（火）、教職員人事の具申ヒアリング。この日は関屋小学校、

二上小学校、下田小学校、三和小学校、真美ヶ丘東小学校、香芝東中学校、

香芝中学校の計７校の人事異動についてのヒアリングを行っております。 

１月２１日（水）、令和８年第１回香芝市議会臨時会が開催されました。 

１月２３日（金）、ニコニコあいさつの日で、三和小学校、三和幼稚園に

行ってまいりました。そのあと、教職員人事の具申ヒアリングとして、志都

美小学校、鎌田小学校、旭ケ丘小学校、五位堂小学校、真美ヶ丘西小学校、

香芝西中学校、香芝北中学校の７校のヒアリングをしております。今年も教

職員の先生方が市外に転勤されたり、また市外から来られたり、新任の先生

方が入ってこられたりという異動の情報の交換会をしております。以上でご

ざいます。 

 

教育長      ただいまの報告に対しまして、御質問等はございますか。 

青木委員。 

 

青木委員     １２月から１月にかけて、教育委員会の皆さんが一生懸命に取り組んでお
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られるという姿勢、有り難いと思っております。 

私からは３点あります。 

まず１点目、１２月２５日に行われました香芝市授業活性化部会。私も実

践報告、様子を見させていただいて、分かるということが楽しい授業に繋が

っていく、分からなければ楽しくない、授業が面白くないということをよく

目の当たりにします。ただ、今、香芝市授業活性化部会は小学校だけなんで

す。ここに中学校も授業の活性化、そういったものを図れるように、ひとつ

今後の課題としてお願いできたらと思っております。いろいろな理由は考え

られると思うんですけれども、小学校も中学校も授業が大事です。その授業

を何とか活性化して、楽しい授業、よく分かる授業を目指していただきたい

と思っております。 

次に２点目、令和８年香芝市二十歳を祝う会、これも出席させていただき

ました。毎年、小学校や中学校のときに規範意識が奈良県は育っていないと

いうようなことを言われるわけですが、香芝市二十歳を祝う会では、特に礼

儀正しく素晴らしいなと思っております。規範意識が非常に育っていると言

われている府県の中には、二十歳を祝う会でかなり暴れたり、荒れたりとい

うような報道が毎年されております。こんなところに、特に二十歳を祝う会

のような節目のときにきちんとできる人間に育てていきたいなと思います。

これからもよろしくお願いしたいと思います。 

最後に３点目、人事異動のことに関しまして、教育長をはじめ教育委員会

の職員の皆さん本当にいろいろな情報を集めて、そしてどのようにしていっ

たらっていうようなことを考えていただいていると思います。「教育は人な

り」というのはよく言われます。まず、どんな人柄で、そしてまた人は変わ

ることもできますので、活性化を図れるような人事異動をしていただけたら

と思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教育長      香芝市授業活性化部会は、私が校長１年目に立ち上がったものです。青木

委員のおっしゃるとおり、我々も中学校にも積極的にやっていただきたいと

思っています。学習面の課題等を含めながら、学校支援室と共に呼び掛けを

していきたいと思っております。 

それから、二十歳を祝う会については、教育長就任１年目のときに、私の

校長時代の子たちがいっぱい前に座ってくれて、その場のいろいろなことを

感じながら、素晴らしい態度で参加してくれました。香芝市の二十歳を祝う

会については、いつも和やかな雰囲気で行われていると感じます。これから

もそうであって欲しいなと思っております。 

それから、教職員人事具申ヒアリングについては、本当に厳しいものがご

ざいます。昨年は、香芝市に来たいという先生がたくさんおられました。こ

れは中学校部活動の地域展開についてのことが影響したわけです。今年につ

いては、もちろんどの先生も良い先生ですが、香芝市の教育をより理解して

いただき、さらに良い教育ができるように我々もまた頑張っていきます。ま

た応援のほうよろしくお願いいたします。 

 

教育長      ほかに御意見、御質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 

教育長      よろしいですか。 

 

教育長      質問等がないようですので、日程５に進みたいと思います。 

 

   日程５（１） 承第１号「香芝市いじめ防止対策委員会規則の制定に関する報告及び承 

認について」 
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教育長      案件（１）承第１号「香芝市いじめ防止対策委員会規則の制定に関する報

告及び承認について」を事務局より説明をお願いします。 

教育総務課長。 

 

教育総務課長   ただいま上程されました、承第１号「香芝市いじめ防止対策委員会規則の

制定に関する報告及び承認について」の提案の説明を申し上げます。 

本案は、令和７年第１３回香芝市教育委員会会議（１１月定例会）におい

て議決いただきました「香芝市いじめ防止対策委員会及び香芝市いじめに関

する重大事態再調査委員会条例（令和７年条例第４４号）」の制定につきま

して、令和７年１２月香芝市議会定例会において議決され、令和７年１２月

２６日に公布されましたので、本条例第１３条の規定に基づき、香芝市いじ

め防止対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるべく、香芝市い

じめ防止対策委員会規則を制定するに当たりまして、本来であれば、香芝市

教育委員会の権限に属する事務の一部委任及び臨時代理に関する規則第２条

第２項の規定により教育委員会会議における議決が必要でございましたが、

条例の公布と同日に規則を制定及び公布する必要があり、会議を開催する暇

（いとま）がなかったため、同規則第４条第２項の規定により令和７年１２

月２６日付けで教育長による臨時代理を行いましたので、同規定により報告

し、その承認を求めるものでございます。 

何とぞ慎重に御審議いただき、原案承認賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

 

教育長      ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問等はございますか。 

 

教育長      令和７年の香芝市総合教育会議で御意見をいただいたことがありましたが、

もし御意見がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 

教育長      よろしいですか。 

 

教育長      本案につきまして、御異議はないでしょうか。 

 

各委員  〔「異議なし」との声あり〕 

 

教育長      御異議がないようですので、原案のとおり承認することといたします。 

 

   日程５（２） 議第１号「令和７年度香芝市教育委員会表彰被表彰者の決定について」 

 

教育長      案件（２）議第１号「令和７年度香芝市教育委員会表彰被表彰者の決定に

ついて」を事務局より説明をお願いいたします。 

教育総務課長。 

 

教育総務課長   ただいま上程されました、議第１号「令和７年度香芝市教育委員会表彰被

表彰者の決定について」の提案の説明を申し上げます。 

本案は、香芝市教育委員会表彰要綱第３条の規定により表彰を受ける者の

決定について、教育委員会にお諮りするものでございます。 

なお、表彰対象者につきましては、去る１月１３日、校長、園長、所長か

らなる表彰選考審査委員会により審査いただいております。 

また、審査委員会で表彰対象とされた教育美術展覧会の特選受賞者につい

ては、１月２０日時点での結果を参考資料として配布させていただきました。

まだ結果が出ていない園児児童については、特選の結果が出ましたら表彰対

象とさせていただきたいと思います。 
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何とぞ慎重に御審議いただき、原案可決賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

 

教育長      ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問等はございますか。 

關野委員。 

 

關野委員     選考の内規に則って適切に判断されていると考えます。これでいいと思う

んですけれども、ただ、１点気になったことがあるんです。先ほど教育長の

諸報告の中で１月１９日にアジア大会に出場されるということで表敬訪問さ

れている香芝西中学校ゴルフ部の高垣さんについて、１５番目で民間団体主

催の大会であるから表彰には該当しないとなっておりますが、何か矛盾と言

いますか、せっかく表敬訪問されているのに表彰されないのかと思って、少

し疑問に思いました。以上です。 

 

教育長      表敬訪問については、民間団体主催であっても優秀な賞をいただいた方が

来られます。また、生涯学習課では奈良県や日本の代表として出場される方

に対して香芝市文化・スポーツ大会出場激励金が出ますので、それに関係し

て表敬に来ていただくと。そして、市長への表敬の場に私も同席するという

ことになります。 

それとは別に、教育委員会表彰の規定がございますので、その規定に則っ

た表彰になっております。 

 

教育長      ほかに御意見、御質問等はございませんか。 

青木委員。 

 

青木委員     要綱に基づいた結果であると思っております。この表を見ますと、審査の

結果、表彰に該当されなかった方が結構おられます。理由として、民間団体

主催、受賞の比率、そういったことも書かれてあります。もちろん要綱に沿

って選考することは大切なことですので、表彰に該当しなかった子どもたち

に、学校でも結構ですし、どこかでその子が評価されるというような機会を

設けていただきたいと思います。何も１位を取る、優勝するということだけ

がすばらしいことではないというのは、皆さんよく御存じのとおりですけれ

ども、「頑張ったよ。」というところを皆さんの前で表彰という形じゃなく

ても、評価をしていただくということは大切なことだと思いますので、そう

いった辺りについてお願いしたいと思います。 

 

教育長      とても大切なお話だと思います。我々、現役時代にはそういう形で、各学

校の中で得た情報を全校児童の前で紹介することが、たくさんございました。

今も各学校でしていただいているとは思いますが、また確認の上で、校長会

等でそういう話をさせていただきたいと思います。 

 

教育長      ほかに御意見、御質問等はございませんか。 

 

教育長      本案につきまして、御異議はないでしょうか。 

 

各委員  〔「異議なし」との声あり〕 

 

教育長      御異議がないようですので、原案のとおり可決することといたします。 

 

   日程５（３） その他 
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教育長      案件（３）その他として各課から報告をいただきますが、予定している報

告に、まだ公開されていない情報が含まれておりますので、一部を秘密会と

したいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

各委員  〔「異議なし」との声あり〕 

 

教育長      御異議がないようですので、案件（３）の一部を秘密会とさせていただき

ます。傍聴人の方は御退席いただきますよう、お願いいたします。 

 

教育長      暫時休憩いたします。 

 

（非公開部分） 

 

教育長      休憩を解き、再開いたします。 

 

教育長      各課より報告があればお願いいたします。 

市民図書館長。 

 

市民図書館長   市民図書館より、香芝市立学校図書館開放事業実施要綱の制定について御

報告いたします。お手元の資料、香芝市立学校図書館開放事業実施要綱を御

覧いただけますでしょうか。 

この要綱は、令和８年４月開館予定の香芝市子ども図書館の運営に関する

ものですが、主な内容としては、開放事業の内容、開放事業の実施場所及び

利用対象者、開放事業中とそれ以外の期間の管理の分担などを定めておりま

す。 

現在は、４月の開館に向けて施設設備の整備、委託業者の選定、配本図書

等の準備を進めているところでございます。 

市民図書館からの報告は以上でございます。 

 

教育長      ただいまの報告につきまして、御意見、御質問等がございましたらよろし

くお願いします。 

田中委員。 

 

田中委員     子どもたちが読書に親しむ場を作っていただけること、大変有り難いと考

えております。この事業について、情報を市民に提供されるのはどのような

形でお考えでしょうか。またその予算についてはどのようにお考えでしょう

か。設置していただいても、利用者が少ないとなかなか充実した読書活動に

はならない、子どもたちの読書に繋がらないと思います。そちらの方はどの

ようにお考えでしょうか。 

 

教育長      市民図書館長。 

 

市民図書館長   まずは「広報かしば」で周知をする予定で考えております。それからチラ

シやポスターなどの作成、市公式ホームページや図書館のホームページでも

周知をさせていただこうと考えております。以上です。 

 

教育長      田中委員。 

 

田中委員     できましたら、学校等もタイアップされて、「校長だより」や「学校だよ

り」等で広く、子どもや保護者のもとにこの情報をお届けできるようにして

いただけると有り難いと思います。 
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教育長      市民図書館長。 

 

市民図書館長   貴重な御意見をどうもありがとうございます。今おっしゃっていただいた

内容も踏まえて、広く周知できるように検討してまいりたいと思います。 

 

教育長      ほかに御意見、御質問等はございませんか。 

 

教育長      ございませんか。 

 

教育長      それでは、ほかに各課からの報告等はございませんか。 

 

教育長      ございませんか。 

 

教育長      本日の案件は全て終了しました。これをもちまして、令和８年第１回香芝

市教育委員会会議（１月定例会）を閉会といたします。委員の皆様におかれ

ましては、慎重に御審議いただきありがとうございました。以上で、散会と

いたします。 

 

（午前１１時２５分 終了） 


